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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
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下
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定
義
に
関
す
る
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問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
裏
下
り
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
裏
下
り
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ

ん
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
事
実
上
の
天
下
り
あ
っ
せ
ん
慣
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る

よ
う
な
退
職
し
た
公
務
員
の
再
就
職
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
天
下
り
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
五
七
号
）
一
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


